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別紙：議事内容  

事務局  定刻 にな りま し たの で、 ただ いま よ り、 令和 ５年 度第 １ 回島 本町指

定管理者選定委員会を開催いたします。  

本日 の会 議に つ きま して は、 委員 長 が選 出さ れる まで の 間、 事務局

において議事の進行をさせていただきます。  

それ では 、ま ず 出席 者数 の報 告を さ せて いた だき ます 。 本日 、委員

７名のうち、７名全員が出席されていますので、「島本町指定管理者選

定委員 会規 則」 第５ 条第２ 項に 規定 に基 づき、 本委 員会 が成 立して い

ることをご報告いたします。  

案件１  委員長・副委員長の選出について  

 （ 委員 の互 選に より、 髙岸 委員 を委 員長に 、北 河委 員を 副委員 長に 選

任）  

事務局  それ では 、委 員 会規 則第 ５条 に基 づ き、 委員 長が 議長 を 務め ていた

だくことになりますので、髙岸委員に議事進行をお願いします。  

【会議の公開について】  

委員長  案件２に入る前に、「会議の公開について」事務局より説明をお願い

します。  

事務局  本委 員会 につ き まし ては 、資 料Ｃ 「 審議 会等 の会 議の 公 開に 関する

指針」 第２ の⑴ に定 める「 地方 自治 法第 １３８ 条の ４第 ３項 の規定 に

基づき 、町 長そ の他 の執行 機関 に置 かれ る附属 機関 」と なっ ており 、

さらに 第３ にお いて 、会議 は原 則公 開す ること とな って おり ますが 、

第５の⑴において、「島本町情報公開条例第５条の規定に該当する情報

に関し 審議 する 場合 」は会 議を 公開 しな いこと がで きる とな ってお り

ます。 当選 定委 員会 では、 島本 町情 報公 開条例 第５ 条第 １項 第３号 に

おける、「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事

業に関 する 情報 であ って、 公開 する こと により 当該 法人 等又 は当該 事

業を営む個人に著しい不利益を与えることが明らかな情報」、具体的に

は企業 のノ ウハ ウに 関する 情報 、経 理・ 人事に 関す る情 報、 信用に 関

する情 報等 を取 り扱 うこと から 、事 務局 といた しま して は、 指針の 第

５の⑴を適用し、非公開とするのが望ましいと考えております。  

つき まし ては 、 指針 第６ の⑴ 「会 議 の公 開又 は非 公開 の 決定 は、第

３項か ら前 項に 定め る基準 に基 づき 、審 議会等 の長 が当 該会 議に諮 っ

て行う。」に基づき、ご審議いただきますようよろしくお願いいたしま

す。  

委員長  事務 局か ら説 明 があ りま した 。説 明 のと おり 、本 会議 を 非公 開とす

ることとしてよろしいでしょうか。  

  

（異議なし）  

 

委員長  それでは、本会議は非公開といたします。  

案件２  ふれあいセンター等の指定管理者の選定について  

委員長  それでは、引き続き、次第にしたがいまして、議事を進めます。  

案件 ２「 ふれ あ いセ ンタ ー等 の指 定 管理 者の 選定 につ い て」 の説明

をお願いいたします。  

事務局  本町 では 、平 成 ２０ 年１ ２月 から 、 ふれ あい セン ター 等 の管 理業務

につい て指 定管 理者 制度を 導入 して おり 、現在 の指 定管 理者 期間が 令

和６年３月末日をもって満了となります。  

後程 、担 当課 か ら説 明い たし ます が 、次 年度 以降 の指 定 管理 者の選

定につ いて は、 公募 の結果 、現 在の 指定 管理者 であ る「 シダ ックス 大
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新東ヒ ュー マン サー ビス株 式会 社」 から 、応募 があ った とこ ろでご ざ

います。  

今回 の委 員会 に おき まし ては 、次 期 指定 管理 者の 選定 に 向け て、透

明性を 確保 した 選定 を行う ため 、本 委員 会を開 催し 、委 員の 皆様に ご

審議をお願いするものでございます。  

本委 員会 の審 議 を踏 まえ 、町 議会 に おい て指 定管 理者 の 指定 の議決

を経ま して 、令 和６ 年４月 １日 から 令和 １１年 ３月 ３１ 日ま での５ 年

間の運営をお願いする予定でございます。  

次に審査方法について、ご説明いたします。  

後程 実施 いた し ます 、事 業者 のプ レ ゼン テー ショ ン・ 質 疑応 答も踏

まえ、 次期 指定 管理 者の選 定に つい て、 ご審査 いた だき たい と考え て

おります。  

評価項目及び配点につきましては、「島本町ふれあいセンター条例施

行規則 」第 １１ 条、 及び「 島本 町営 住宅 条例施 行規 則」 第４ ３条に お

きまし て指 定管 理者 の選定 基準 に係 る評 価項目 を定 めて おり 、資料 Ｈ

がその内容となっております。  

委員 の皆 様に お かれ まし ては 、事 業 者か らの 説明 や質 疑 応答 なども

踏まえ て、 選定 基準 表に沿 って 採点 いた だきた いと 思い ます 。なお 、

今 回 は 応 募 事 業 者 が 一 者 で あ る た め 、 集 計 結 果 が ６ ０ ％ 以 上 で あ れ

ば 、 応 募 事 業 者 を 次 期 指 定 管 理 者 と し て 指 定 し た い と 考 え て お り ま

す。  

以上 、簡 単で は ござ いま すが 、ふ れ あい セン ター 等の 指 定管 理者の

選定に係る審査方法についてご説明を終わらせていただきます。  

担当課  総務・債権管理課から、「ふれあいセンターの設置目的と概要」、「指

定管理者 制度 の導入 と行って いた だく業 務」、「現 指定 管理者 の再指定

に係る経緯」などを、資料に基づきまして説明させていただきます。  

はじめに、「ふれあいセンターの設置目的と概要について」でござい

ます。  

島本 町ふ れあ い セン ター は、 平成 ８ 年 ７ 月に 住民 の福 祉 、保 健及び

文化教養を高める拠点として設置されました。  

建物 は、 地下 １ 階か ら地 上４ 階ま で で、 地下 １階 はレ ス トラ ン、売

店、自 習ス ペー スを 含むエ ント ラン スと なって おり ます 。ま た、地 上

１階は 施設 管理 や利 用受付 をす る窓 口、 様々な イベ ント や講 演会、 コ

ンサー トを 開催 でき る定員 ３０ ０人 のケ リヤホ ール 、す こや か推進 課

及び保 健事 業を 実施 するた めの 検診 室な どがご ざい ます 。こ の他、 島

本町社 会福 祉協 議会 もござ いま す。 ２階 は、健 康増 進の ため の軽体 育

室や、 主に 高齢 者等 を対象 とし た施 設と して、 水訓 練室 、和 室等が ご

ざいま す。 ３階 は、 生涯学 習の ため のス ペース のほ か、 学習 室、料 理

教室等 の貸 室が ござ います 。４ 階は 、図 書館と 、絵 画、 写真 などの 展

示に利用できるギャラリーなどがございます。  

 この よう に、 ふれ あいセ ンタ ーは 、こ れらの 複合 機能 を有 し、多 く

の住民の皆様に利用いただいております。  

 令和 ４年 度の 利用 者の実 績で ござ いま すが、 貸館 等の 利用 者は、 延

べ約１ ６万 ５千 人、 それと は別 に、 図書 館の利 用者 は、 約１ １万８ 千

人となっております。  

 次 に 、「 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 と 行 っ て い た だ く 業 務 」 で ご ざ い ま

す。  

 これ まで の経 緯と して、 多様 化す る住 民ニー ズに 、よ り効 率的、 効

果 的 に 対 応 す る た め 、 ま た 利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る た
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め、施 設維 持管 理に 民間事 業者 のノ ウハ ウを活 用す る、 指定 管理者 制

度を平 成２ ０年 １２ 月から 導入 して いま す。導 入当 初か ら、 シダッ ク

ス大新 東ヒ ュー マン サービ ス株 式会 社 の 前身と なる 会社 が管 理・運 営

を行い 、３ 期目 の指 定とな る期 間が 令和 ４年３ 月３ １日 で満 了しま し

たが、 翌年 度は 全館 にわた って 大規 模に 空調機 等更 新工 事を 実施す る

ことか ら、 その 間は 管理運 営に 精通 した 当該事 業者 を指 定管 理者と し

て指定 する こと が最 適であ ると 判断 した ため、 ４期 目は 公募 せず、 令

和４年 ４月 １日 から 令和６ 年３ 月３ １日 までの ２年 間再 指定 といた し

ました。  

今回 は改 めて 令 和６ 年４ 月１ 日か ら 令和 １１ 年３ 月３ １ 日ま でを指

定期間として募集したものです。  

具体 的な 、指 定 管理 者が 行う 業務 と いた しま して は、 募 集要 項にも

記載し てお りま すと おり、 ふれ あい セン ター及 び緑 地公 園住 宅集会 所

の、施 設の 使用 に係 る申請 受付 並び に許 可、変 更及 び取 り消 しその 他

施設の使用に関する業務などを実施していただきます。  

し た が い ま し て 、 各 種 検 診 等 の 保 健 業 務 や 高 齢 者 に 対 す る 各 種 教

室、生 涯学 習の 各種 事業、 図書 館業 務な どは、 これ まで と変 わらず 町

が直接実施いたします。  

今回 の指 定管 理 者の 募集 につ きま し ては 、先 に申 し上 げ たと おり公

募を行 って おり ます 。具体 的に は、 令和 ５年７ 月７ 日に 募集 の告示 を

行い、 ７月 １４ 日に 現場説 明会 を開 催し 、２者 の参 加が あり ました 。

その後 ７月 ７日 から ７月２ ０日 まで の質 問受付 を経 て、 ８月 ２５日 ま

で の 申 請 受 付 期 間 内 に 現 在 の 指 定 管 理 者 で あ る シ ダ ッ ク ス 大 新 東

ヒューマンサービス株式会社のみ指定申請書の提出がありました。  

それでは、資料について説明させていただきます。  

資料 Ｄ募 集要 項 及び Ｅ仕 様書 でご ざ いま す。 今回 の指 定 につ きまし

ては、 ２年 前の 募集 要項を 時点 更新 して おりま すが 、大 きく 変更し た

点とい たし まし ては 、先ほ どか らご 説明 してお りま すと おり 、前回 指

定の際 は、 大規 模改 修の実 施の ため 、特 別に２ か年 のみ 募集 し、１ 者

のみの 募集 とし たた め、説 明会 の開 催を してお りま せん でし たが、 今

回 は 通 常 に 戻 し 、 ５ か 年 で 公 募 し 、 説 明 会 を 開 催 い た し ま し た 。 ま

た、７ 年前 の募 集の 際は、 指定 管理 料の 上限は 設け てお りま せんで し

たが、 今回 は、 あら かじめ 指定 管理 料の 上限を 設定 し募 集し ており ま

す。そ の他 につ いて は、除 草の 回数 を増 やす、 トイ レ配 管洗 浄を追 加

する一 方で 、浴 室が 廃止さ れた ため 、そ れに係 る事 務を 削除 してお り

ます。  

なお 、浴 室廃 止 後の 新た な貸 館施 設 の追 加及 び教 育セ ン ター の移転

につい ても 備考 に記 載して おり ます 。そ の他、 細か な修 正は 行っ て お

り ま す が 、 概 ね 前 回 の 募 集 要 項 及 び 仕 様 書 に 沿 っ て 作 成 し て お り ま

す。  

次に 、資 料Ｈ 選 定基 準で ござ いま す 。こ ちら につ きま し ては 、島本

町ふれ あい セン ター 条例施 行規 則第 １１ 条及び 島本 町営 住宅 条例施 行

規 則 第 ４ ３ 条 に 基 づ く 選 定 基 準 に 係 る 評 価 項 目 と な っ て お り ま す の

で、本日は、本資料の項目に基づき審査をお願いします。  

次に 、資 料Ｉ 現 行の 基本 協定 書及 び 変更 協定 書で ござ い ます 。現行

の基本協定書、変更協定書、年度協定書です。  

次に 、資 料Ｊ 申 請書 類に つい てで す 。今 回の 指定 管理 者 の選 定につ

き ま し て は 、 申 請 者 が 現 指 定 管 理 者 の シ ダ ッ ク ス 大 新 東 ヒ ュ ー マ ン

サービス株式会社１者のみとなっております。  
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内容的 には 基本 的に 現行の 指定 管理 業務 の内容 を踏 襲し つつ 、サー ビ

ス向上 のた めの 方策 につい て提 案さ れて います 。ま た、 収支 計画書 に

おける 年間 の指 定管 理料に つき まし ては 、募集 要項 にお いて 上限額 を

税 込 み ６ １ ８ ， ８ ６ １ ， ０ ０ ０ 円 と し て い た と こ ろ 、 ６ １ ８ ， ８ １

６，０ ００ 円で の提 案とな って おり 、年 額１２ ３， ７６ ３， ２００ 円

となる こと から 、現 在の１ １９ ，９ ６１ ，１０ ８円 から 年間 ３，８ ０

２，０９２円支出が増加することとなります。  

最後 に、 現在 の 指定 管理 者の 総合 的 な評 価と いた しま し て、 指定当

初 か ら 現 在 に 至 る ま で 、 受 付 窓 口 で の 対 応 や 設 備 維 持 管 理 等 に 関 し

て、利 用者 から ご意 見等も いた だき なが らも、 職員 研修 の実 施や、 町

との定 期的 な打 合せ 等（毎 月１ 回） の実 施、利 用者 のニ ーズ 把握の た

めのア ンケ ート の実 施など 、利 用者 の立 場に立 った 施設 の管 理運営 に

尽力さ れて いる もの と考え てお りま す。 また、 この ２年 間の 指定管 理

期間に は、 ふれ あい センタ ー予 約受 付シ ステム をイ ンタ ーネ ット上 で

仮予約 でき るシ ステ ムに変 更し まし たが 、住民 の皆 様に も丁 寧にご 説

明いた だい たこ とか ら、大 きな 混乱 は生 じず、 現在 まで 運用 で きて お

ります 。ま た、 昨年 度実施 した 空調 機更 新等工 事に おい ては 、工事 業

者と情 報共 有を 図っ ていた だき 、安 全か つ円滑 に工 事を 完了 するこ と

ができました。  

今年 度か ら実 施 して いる 浴室 等改 修 工事 及び ３ か 年に か けて 実施す

るＬＥ Ｄ更 新等 工事 の期間 にお いて も、 これら のご 経験 を活 かして い

ただけるものと考えております。  

委員長  ただ いま 説明 を 受け まし た内 容に つ いて 、ご 意見 、ご 質 問は ありま

せんか。  

委  員  前回 は何 者の 応 募が あっ たの でし ょ うか 。ま た、 今回 は 結果 的に応

募 が 一 者 と の こ と で す が 、 ど の よ う な 理 由 が 考 え ら れ る の で し ょ う

か。  

担当課  ７年前の募集の時は３者からの応募がありました。  

今回 は説 明会 開 催時 点で 、応 募の あ った シダ ック ス大 新 東ヒ ューマ

ン サ ー ビ ス 株 式 会 社 も 含 め て ２ 者 が 参 加 さ れ て い ま し た 。 応 募 し な

かった 理由 につ いて 、聞き 取り 調査 を実 施した とこ ろ、 採算 性の観 点

から今回は応募を見送ったとのことです。  

委  員  備品 台帳 を確 認 した とこ ろ、 故障 中 とい うの が存 在し て いま すが、

指 定 管 理 を お 願 い す る に 当 た っ て 、 ど の よ う に 対 応 し て も ら う の で

しょうか。今回の選定に影響するのでしょうか。  

担当課  備え 付け の備 品 につ いて 、 使 用し て いな いも のの 廃棄 し てい ない備

品も存 在し てお りま すが、 例え ば一 般的 な持ち 運び でき るプ ロジェ ク

ターを 購入 して 対応 できて おり ます ので 、 これ らの 故障 中の 備品に つ

いて修 理を お願 いす るよう なこ とは 提案 として 含め てお らず 、指定 管

理者の 選定 にも 影響 はしな いも のと 考え ており ます 。 現 状で 施設の 運

営に特段の影響はなく、説明会でも質問はありませんでした。  

委員長  採点 の集 計結 果 が 60％以 上で あれ ば 、次 期指 定管 理者 と して 選定す

るとの こと でし たが 、どこ かに 明記 され ている ので しょ うか 。応募 者

はご存知なのでしょうか。  

担当課  資料Ｄ募集要項の７ページに明記しております。  

委員長  他に不明な点はございませんでしょうか。  

  

（特になし）  
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委員長  それでは、事業者による説明に入ります。  

事務局から説明をお願いします。  

  

（事務局から事業者によるプレゼンテーションに係る説明）  

 

委員長  それ では 事業 者 に入 室い ただ き、 プ レゼ ンテ ーシ ョン の 準備 をお願

いします。  

  

（事業者入室）  

 

事務局  プレ ゼン テー シ ョン の時 間は １０ 分 です 。１ ０分 経過 す ると その場

で終了 させ てい ただ きます 。プ レゼ ンテ ーショ ン終 了後 は、 質疑応 答

の時間を１０分設けさせていただきますのでよろしくお願いします。  

  

（事業者によるプレゼンテーション）  

 

委員長  それ では 、た だ いま 事業 者か らプ レ ゼン テー ショ ンを 受 けま した内

容につ いて 、ご 意見 、ご質 問等 あり まし たらよ ろし くお 願い いたし ま

す。  

  

（ 質 疑応 答の うち 、島 本 町情 報公 開条 例第 ５ 条第 １項 各号 に該 当 す

る 情報 （生 産技 術に関 する 情報 、営 業・販 売活 動に 関す る情報 、信 用

に 関 す る 情 報 、 経 理 ・ 人 事 に 関 す る 情 報 な ど ） を 含 む 質 疑 応 答 （ 13

問）については、非公開としています。）  

 

事業者  施設 内で 寝て い らっ しゃ るか たが お られ まし て、 統括 責 任者 からお

声かけ させ てい ただ いたと ころ 、激 高さ れ、エ リア マネ ージ ャーと し

て営業 所長 と対 応し たこと があ りま した 。結果 とし ては 、そ のかた と

しては お話 をさ れた かった よう で、 継続 的にコ ミュ ニケ ーシ ョンを と

りながら解決した事例がありました。  

委  員  現場 だけ でな く 、エ リア マネ ージ ャ ー自 ら率 先し て対 応 され たとい

うことですね。ありがとうございました。  

委  員  １７ ９ペ ージ に 収支 計画 書が あり ま すが 、収 入の 中身 は 指定 管理料

のみで すが 、そ れ以 外に民 間の 創意 工夫 を生か した よう な収 入策な ど

もご検討いただければと思うのですが、いかがでしょうか。  

事業者  自主 事業 とし て 指定 管理 料プ ラス 他 の収 入で 指定 管理 料 を抑 えると

いう事例は確かにあります。  

ただ 、今 回の 募 集要 項や 仕様 書、 島 本町 ふれ あい セン タ ー条 例など

を確認 して いく なか で、 今 回は 当て はま らない 部分 があ ると いう判 断

もあり、今回は指定管理料のみでのご提案とさせていただきました。  

委  員  接 遇 の 研 修 に つ い て 、 例 え ば 障 害 者 差 別 解 消 法 と い う 法 律 が で き

て、合 理的 配慮 の必 要な か たへ の対 応な ども必 要に なっ てく るかと 思

います 。そ のよ うな かた に 対す る対 応の 研修と いう のも 含ま れてい る

のでしょうか。  

事業者  グル ープ 会社 の 中に 障害 者雇 用を ベ ース とし てい る会 社 があ り、そ

こに障 害者 雇用 や研 修を進 めて いる 者が 専任で いま す。 島本 町ふれ あ

いセン ター に関 して も、年 に１ 回、 その 者に来 ても らっ て従 業員に 対

して研修を実施してもらっているような状況でございます。  

委  員  提案 書の １８ ０ ペー ジに ふれ あい セ ンタ ー収 支計 画書 が あり 、人件
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費が税 込に なっ てい ますが 、人 件費 に税 込とい う概 念は ない と思う の

ですが。  

事業者  最終 的に 人件 費 とし て支 払う 額は 税 込の 額と なっ てい ま すが 、指定

管理料 を算 出す る に 当たっ て、 あえ て税 抜額に 割り 戻し てい るもの で

ございます。  

委員長  他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。  

  

（特になし）  

 

委員長  それ では 、こ れ をも ちま して 、シ ダ ック ス大 新東 ヒュ ー マン サービ

ス株式会社のプレゼンテーションを終わらせていただきます。  

どうもありがとうございました。  

  

（事業者退場）  

 

委員長  それ では 、委 員 会と して 採点 をし て まい りた いと 思い ま すが 、 委員

の皆様 にお かれ まし ては、 ご意 見や 事務 局・担 当課 への 質問 等はご ざ

いますか。  

  

（ 島 本町 情報 公開 条例 第 ５条 第１ 項各 号に 該 当す る情 報を 含む 議 論

につき、非公開としています。）  

 

委員長  その他、ご意見等はありますでしょうか。  

  

（特になし）  

 

委員長  それ では 、質 疑 応答 を以 上と させ て いた だき ます 。委 員 の皆 様には

お手元の採点表に点数の記入お願いいたします  

  

（採点）  

 

 それ では 事務 局 から 集計 結果 を発 表 しま す。 本日 ７名 の 委員 にご出

席 い た だ い て お り ま す こ と か ら 、 １ ０ ５ ０ 点 が 満 点 と な っ て お り ま

す。集 計の 結果 、 ７ ８４点 で６ 割で ある ６３０ 点以 上で ある ことを 報

告いたします。  

委員長  ありがとうございます。  

７８ ４点 で６ 割 を超 えて いる とい う こと でご ざい ます の で、 これま

での審 議を 踏ま えて シダッ クス 大新 東ヒ ューマ ンサ ービ ス株 式会社 を

令和６ 年４ 月か ら令 和１１ 年３ 月末 まで の島本 町ふ れあ い セ ンター 等

の指定管理者として選定として町長に報告することとします。  

  

（異議なし）  

 

委員長  報告 書の 文面 に つい ては 、事 務局 に 作成 をお 願い し、 委 員長 である

私が確 認し た上 で町 長に報 告す る形 を取 りたい と思 いま すが 、ご異 議

などございませんでしょうか。  

  

（異議なし）  
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委員長  それでは、以上をもちまして案件２を終了いたします。  

案件３  その他  

委員長  続きまして、「案件３  その他」ですが、委員の皆様から何かありま

すでしょうか。  

  

（特になし）  

 

委員長  事務局から何かありますでしょうか。  

事務局   

（特になし）  

 

委員長  それ では 、以 上 をも ちま して 、令 和 ５年 度第 １回 島本 町 指定 管理者

選定委員会を閉会いたします。  

委員の皆様、ありがとうございました。  

 


